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細
街
路
の
拡
幅
に
ご
協
力
を

都
市
計
画
変
更
案
の

説
明
会
・
縦
覧


東
京
都
市
計
画
特
定
街
区
西
新
宿

　
一
丁
目
（

11―

2号
地
）
特
定
街
区

①
説
明
会

【
日
時
】

2月

1日

午
後

7時
か
ら

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、角
筈
地

域
セ
ン
タ
ー（
西
新
宿

4―

33―

7）

へ
。

②
縦
覧

【
期
間
】

2月

2日

～

16日


【
縦
覧
場
所
】
都
市
計
画
課
（
本
庁
舎

8階
）

③
意
見
書
の
提
出

　
住
民
・
利
害
関
係
者
で
意
見
が
あ

る
方
は
、意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

【
提
出
期
間
】

2月

2日

～

16日


【
提
出
先
・
問
合
せ
】
都
市
計
画
課（
〒

1
6
0・

8
4
8
4歌

舞
伎
町

1―

4―

1、本
庁
舎

8階
）
（

5
2
7

3）

3
5
2
7へ

。

家
族
介
護
者
交
流
会

　
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方
と
介

護
を
経
験
し
た
方
が
集
ま
っ
て
、
介

護
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
や
、
介
護

の
悩
み
を
語
り
合
う
場
で
す
。
当
日

直
接
、会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い（
途

中
入
退
場
自
由
）。

【

2月
の
日
時
・
会
場
】
▼
①
四
谷
の

会
…

2日

午
後

1時

30分
～

3時

30分
／
四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合

施
設（
三
栄
町

25）

▼
②
フ
レ
ン
ズ
…

22日

午
後

1時

30分
～

4時
／
デ
ン
マ
ー
ク
イ
ン
新

宿（
原
町

2―

43）

▼
③
わ
き
あ
い
あ
い
…

8日

午
後

1時

30分
～

3時

30分
／
マ
ザ
ア
ス

新
宿（
新
宿

7―

3―

31）

▼
④
大
久
保
・
あ
っ
た
会
…

14日


午
後

1時

30分
～

3時

30分
／
ま
ち

カ
フ
ェ
ふ
る
さ
と
（
大
久
保

1―

10

―

22）

▼
⑤
い
っ
ぷ
く
の
会
…

25日

午
後

1時

30分
～

4時
／
聖
母
ホ
ー
ム

（
中
落
合

2―

5―

21）

▼
⑥
か
ず
ら
会
…

17日

午
後

2時

～

4時
／
落
合
第
二
地
域
セ
ン
タ
ー

（
中
落
合

4―

17―

13）

▼
⑦
ひ
と
と
き
…

16日

午
後

2時

～

4時
／
か
し
わ
苑
（
北
新
宿

3―

27―

6）

【
費
用
】
①
～
③
⑤
～
⑦
は
無
料
、
④

は

100円（
飲
み
物
代
）

【
問
合
せ
】
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相

談
第
二
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2

7
3）

4
2
5
4・

（

5
2
7
2）

0

3
5
2へ

。

※
介
護
の
た
め
参
加
が
難
し
い
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

区
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

機
能
回
復
訓
練
室
講
演


加
齢
に
伴
う
転
倒
予
防
に
つ
い
て

　
学
び
ま
し
ょ
う

【
日
時
】

2月

14日

午
後

1時

30分

～

3時（
午
後

1時
開
場
）

【
講
師
】
五
味
雅
大
・
了
徳
寺
大
学
健

康
科
学
部
理
学
療
法
学
科

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、
同
セ
ン

タ
ー（
戸
山

1―

22―

2）
（

3
2

3
2）

3
7
1
1・

（

3
2
3
2）

3

3
4
4へ

。先
着

100名
程
度
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
入
門
講
座

【
日
時
】

2月

15日

午
後
２
時
～
４

時

【
会
場
】
優
っ
く
り
村
新
宿
西
落
合

（
西
落
合

2―

8―

7）

【
内
容
】
講
座
「
高
齢
者
施
設
で
レ
ッ

ツ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
！
」、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
の
紹
介
、
活
動
登
録
、施
設
見

学（
希
望
者
の
み
）

※
活
動
に
応
じ
て
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト

を
換
金
・
寄
付（
上
限
／
年
間

50ポ
イ

ン
ト
（

5千
円
相
当
））
で
き
る
区
の

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン

ト
事
業
も
紹
介
し
ま
す
。

【
申
込
み
】

2月

8日

ま
で
に
電

話
で
区
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
活

動
支
援
課
（
高
田
馬
場

1―

17―

20）（

5
2
7
3）

9
1
9
1へ

。
定

員

20名
。
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
。落
選
者
の
み
通
知
し
ま
す
。

区
社
会
福
祉
協
議
会

助
成
団
体
を
募
集


地
域
さ
さ
え
あ
い
活
動
助
成
金

　

29年
度
分
・
第

1回
募
集

　
共
同
募
金
を
主
な
財
源
と
し
た
助
成

金
制
度
で
、地
域
の
皆
さ
ん
の
活
動
を

応
援
し
ま
す
。助
成
項
目
や
内
容
等
詳

し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
区
内
で
活
動
す
る
、
福
祉
団

体
、町
会
・
自
治
会
、市
民
活
動
団
体
、

当
事
者
団
体
ほ
か

【
主
な
対
象
事
業
】

4月

1日
以
降
に

実
施
す
る
次
の
事
業

▼
地
域
福
祉
の
視
点
が
盛
り
込
ま
れ

た
行
事
や
活
動
、
▼
地
域
で
の
さ
さ

え
あ
い
・
助
け
あ
い
活
動
、▼
ふ
れ
あ

い
・
い
き
い
き
サ
ロ
ン
の
運
営
、▼
地

域
福
祉
に
関
す
る
講
演
会
・
学
習
会
、

▼
障
害
者
・
難
病
患
者
な
ど
の
当
事

者
団
体
の
活
動
、
▼
福
祉
施
設
等
の

施
設
改
修
、
備
品
購
入
ほ
か

【
申
込
み
】
事
前
連
絡
の
上
、
所
定
の

申
込
書
を

2月

28日

（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
等
を
除
く
）
ま
で
に
同
協

議
会
法
人
経
営
課
（
高
田
馬
場

1―

17―

20）（

5
2
7
3）

2
9
4
1・

（

5
2
7
3）

3
0
8
2へ

直
接
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
要
綱
・
申
込
書
は
同

協
議
会
で
配
布
す
る
ほ
か
、
同
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

h
ttp
://w

w
w
.

sh
in
ju
k
u
-sh
a
k
y
o
.jp
/
）
か
ら
取

り
出
せ
ま
す
。

拡幅前の幅

　
区
内
に
は
、
幅
が

4ｍ
未
満
の

細
街
路
（
建
築
基
準
法
第

42条
第

2

項
道
路
）
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

細
街
路
の
拡
幅
は
、
災
害
時
の
避
難

路
や
緊
急
自
動
車
の
進
入
路
の
確
保

等
、
ま
ち
の
安
全
性
を
高
め
る
と
と

も
に
、
日
照
や
風
通
し
な
ど
の
生
活

環
境
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
区
で
は
、
安
全
で
快
適
な
「
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る
た

め
、
建
物
の
建
て
替
え
時
に
道
路
の

幅
を

4ｍ
に
拡
幅
す
る
整
備
を
進
め

て
い
る
ほ
か
、
細
街
路
に
面
し
た
土

地
の
所
有
者
へ
の
個
別
訪
問
を
行
っ

て
い
ま
す
。


建
築
確
認
申
請
の
前
に

　
事
前
協
議
が
必
要
で
す

　
建
築
主
は
、
幅
が

4ｍ
未
満
の
細

街
路
に
接
す
る
土
地
に
建
物
を
建
て

替
え
る
際
に
は
、「
新
宿
区
細
街
路
拡

幅
整
備
条
例
」
に
基
づ
き
、
区
と
の
事

前
協
議
が
必
要
で
す
。

　
事
前
協
議
の
合
意
後
、
後
退
し
た

部
分
は
原
則
と
し
て
区
が
拡
幅
整

備
し
ま
す
。


個
別
訪
問
を
行
っ
て
い
ま
す

　
区
道
に
接
す
る
敷
地
で
、
塀
な
ど

は
後
退
し
て
い
る
が
、
道
路
の
拡
幅

整
備
を
し
て
い
な
い
土
地
の
所
有
者

を
区
職
員
が
訪
問
し
、
拡
幅
整
備
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
け
る
場
合
、「
道
路
の

拡
幅
整
備
と
維
持
管
理
」「
拡
幅
部

分
の
固
定
資
産
税
の
非
課
税
申
告
手

続
き
代
行
」を
区
が
行
い
ま
す
。

★
私
道
に
つ
い
て
も
建
築
調
整
課
で

ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

※
固
定
資
産
税
が
非
課
税
に
な
る
か

は
、都
税
事
務
所
が
決
定
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
新
宿
都
税
事
務
所
固
定
資

産
評
価
課
（

3
3
6
9）

7
1
5
1

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
建
築
調
整
課
（
本
庁
舎

8階
）

（

5
2
7
3）

3
7
3
3・


（

3
2
0
9）
9
2
2
7へ

。

安
全
・
安
心
み
ち
づ
く
り

　
区
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
係
る
個
人
番
号
利
用
事
務
に
関
し

て
、

27年
度
に
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
を
実
施
し
、

28年

1月
か

ら
運
用
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

30年
度
か
ら
、
区
市
町
村
と
と
も
に
都
道
府
県
が
国
民
健
康
保
険

の
保
険
者
と
な
る
こ
と
等
、
国
民
健
康
保
険
制
度
が
改
正
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
伴
い
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
り
扱
い
に
関
し

て
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
指
針
に
規
定
す
る
重
要
な
変
更
を
行

う
必
要
が
あ
る
た
め
、「
国
民
健
康
保
険
制
度
改
革
に
伴
う
特
定
個

人
情
報
保
護
評
価
書
」（
素
案
）
を
作
成
し
ま
し
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

メ
ン
ト
制
度（
意
見
公
募
）
に
よ
り
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
評
価
書
（
素
案
）
で
は
、
▼
事
務
で
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の
機
能
や

取
り
扱
う
電
子
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
、
▼
他
の
機
関
へ
の
情
報
提
供
の

有
無
、
委
託
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
記
載
し
、
業
務
を
行
う
上
で
想

定
さ
れ
る
リ
ス
ク
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
ま
す
。

　
評
価
書
（
素
案
）
の
全
文
は
、
医
療
保
険
年
金
課
・
区
政
情
報
課
（
本

庁
舎

3階
）・
特
別
出
張
所
・
区
立
図
書
館
・
区
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本

庁
舎

1階
）
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ご
意
見
に
は
住
所
・
氏
名
の
ほ
か
、
区
内
在
勤
・
在
学
の
方
は
勤
務

先
・
学
校
の
名
称
・
所
在
地
を
記
入
し
、

2月

23日

ま
で
に
郵
送

（
必
着
）・
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
新
宿
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
提
出
で
き
ま
す
（
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
氏

名
等
の
個
人
情
報
を
除
き
公
表
す
る
予
定
で
す
）。

【
ご
意
見
の
提
出
先
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
庶
務
係
（
〒

1
6

0・

8
4
8
4歌
舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7

3）

3
8
8
0・
（

3
2
0
9）

1
4
3
6へ

。

　
男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
へ
の
意
識
を

高
め
る
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。
当
日
直

接
、
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
（
先
着

450名
）。

手
話
通
訳
が
あ
り
ま
す
。

【
内
容
】
▼
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
…
阿
波
踊
り
（
出

演
は
神
楽
坂
か
ぐ
ら
連
）、
▼
第

1部
…
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
優
良
企
業
表
彰
式
、

▼
第

2部
…
講
演
「
自
分
ら
し
く
生
き
る
」

【
問
合
せ
】
男
女
共
同
参
画
課

（

3
3
4
1）

0
8
0
1・

（

3
3
4
1）

0
7
4
0へ

。

※
託
児
（

2歳
以
上
の
未
就
学
児
。
先
着

3

名
）
を
ご
希
望
の
方
は
、

2月

3日

ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　27年10月のマイナンバー制度開始に伴い、住民票にマイナ

ンバー（個人番号）を記載した方へ、マイナンバーをお知らせす

るための「通知カード」を転送不要の簡易書留で世帯主宛てに

住民票の住所へ送付しています（制度開始時の一斉送付対象者

には27年11月中に、その後出生・新規入国等の手続きをした方に

は手続き後1か月程度で送付）。

　このうち、受取人不在等により郵便局から返戻された通知カ

ードは区役所で保管していますが、28年9月までに返戻された

ものは3月31日をもって保管を終了し廃棄します。28年10月

以降に返戻された通知カードは、当面の間、返戻された日の翌

月から6か月間保管します。まだ受け取っていない方は、お早め

に区役所本庁舎1階5番窓口でお受け取りください。

※保管期間終了後に通知カードが必要な方は、再発行申請が

必要です（有料。1か月程度で送付）。このほか、マイナンバーを

確認する方法として、マイナンバー記載の住民票の写しの交付

請求（有料）、マイナンバーカードの交付申請（初回無料。6週間程

度で交付通知書を送付）があります。

【受け取りの際にお持ちいただくもの】本人または本人と同

一世帯の方が受け取る場合…運転免許証、旅券など官公署が発

行した顔写真付きの本人確認書類（お持ちでない場合は、健康

保険証、年金手帳など「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が

記載された書類を2点以上お持ちください）

本人とは別世帯の方が受け取る場合…委任者（本人）の本人

確認書類（コピー可）、代理人（受け取る方）の本人確認書類、代理

権を証する書類（委任状、登記事項証明書など）

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）（5273）4359へ。

男
女
共
同
参
画
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
が

ん
ば
り
す
ぎ

ず
　
あ

き
ら

め
ず

ほ
ど

よ
く

生
き

る
」

【
日

時
】

2月
18日

午
後

1時

30分

　
～

4時
（

午
後

1時
開

場
）

【
会

場
】
四

谷
区

民
ホ

ー
ル
（

内
藤

町

87）

剄
剄
剄

拡幅整備の例（　 は拡幅部分）

（土）

▲第2部講師／吉永
みち子・ノンフィク
ション作家

国
民
健
康
保
険
制
度
改
革
に
伴
う

「
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
書
」 （
素
案
）に

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

マ
イ

ナ
ン
バ

ー
キ
ャ

ラ
ク
タ

ー
「
マ

イ
ナ

ち
ゃ
ん

」

通通知知カカーードドをを受受けけ取取っってていいなないい方方はは

おお早早めめににおお受受けけ取取りりくくだだささいい

28年9月までに返戻された通知カードは

3月31日をもって保管を終了します

最優秀賞・優秀賞のレシピ

カードを配布していますテーマは「みそ・しょうゆを使ったメニュー」

メニ ューコ ン ク ルー

募 集
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